
委託業務特記仕様書

（排水ポンプ車）

第１条 目 的

本仕様書は，徳島県東部県土整備局長（以下「甲」という。）が保管する「排水ポンプ車」

の運転及び操作に関する業務を受託者（以下「乙」という。）に委託するにあたり，必要とな

る事項を定めたものである。

第２条 用 途

排水ポンプ車の用途は，次のとおりとする。

１ 排水ポンプ車の実運転操作

２ 排水ポンプ車の操作訓練

第３条 業務実施範囲

当該業務の実施範囲は，次のとおりとする。

１ 徳島県東部県土整備局管内

２ その他，甲が必要と認めた箇所

第４条 業務内容

甲が，乙に委託する業務の内容は，次のとおりとする。

なお，乙は，業務の実施にあたっては，道路車両運送法，道路交通法等車両の運行に係る関

係法令及び甲の指示事項を遵守し，排水ポンプ車の導入目的及び用途を考慮の上，誠意をもっ

て適切に遂行することとする。

また，車両の搬送を行う場合は，運行前点検を行うほか，運行後は「県有車両使用簿」に必

要事項を記入すること。

業務内容については次のとおりである。

１ 排水ポンプ車の実運転操作業務

出水時において，浸水被害発生箇所における排水作業を行うこととする。

なお，目的地については甲において指定することとし，乙は，甲が指定した目的地におい

て業務を遂行することとする。

また，当年度内にポンプ車を複数回運転する必要が生じた場合は，出動実績に応じて変更

契約を行うこととする。

（１）運転

① 往路

乙は，甲が指定する目的地まで車両を搬送することとする。

なお，出発前には，目的地までの搬送及び目的地において実施される作業等が円滑に

行われるよう，あらかじめ準備をしておくこと。

また，目的地の状況により人力によるポンプ等の設置が困難であると予想される場合

は，クレーン車を準備し，車両とともに目的地まで搬送することとする。なお，クレー

ン車準備費用については変更契約の対象とする。

② 目的地

乙は，甲が指定する場所に車両等を駐車することとする。

なお，乙は，甲が必要と認めたときは何時でも甲の指示により車両等を移動させるこ



とができるよう，体制を確保すること。

③ 復路

甲が指示した業務が完了した場合は，甲の指示により，乙は速やかに車両を車両基地

へ搬送し，安全に格納することとする。

なお，格納前に燃料の補給，使用した機器の点検，清掃，外装の洗車等を済ませてお

くこと。

（２）設営

甲が指定する目的地に車両が到着したときには，乙は，甲が指定する職員の指示に従い，

指定された位置に車両を駐車させた上，次の業務を行うこととする。

・ブルーシートの布設

・クレーン車の設置

・ポンプ，ホース等の設置

・ポンプの操作

（３）撤収

甲が指示する業務が終了したのちは，速やかに次の業務を行うこととする。

また，「排水ポンプ車運転記録用紙」に必要事項を記入し，甲に提出することとする。

・クレーン車の撤去

・ポンプ，ホース等使用した資機材の片づけ

・使用資機材の清掃

・車両の格納

・使用機器の点検

２ 排水ポンプ車の操作訓練業務

毎年度，出水期前に排水ポンプ車の操作訓練を実施することとし，詳細については実施前

に甲乙協議することとする。

なお，訓練の実施にあたっては，会場まで車両を安全に搬送し，到着後速やかに実施でき

るよう，あらかじめ準備しておくこと。

また，車両の搬送を行う場合は，運行前点検を行うほか，運行後は「県有車両使用簿」に

必要事項を記入すること。

・車両の搬送

・クレーン車の設置

・ブルーシートの布設

・ポンプ，ホース等の設置

・出水時における実操作を想定したポンプの操作

・訓練終了後における使用機器の点検

・車庫への格納

３ 排水ポンプ車の点検及び試運転

乙は，前回走行時から２ヶ月以上走行を行ってない場合、その都度車両の点検及び試運転

を行うこと。

乙は，甲が必要とする場合，指定する場所まで車両を搬送することとする。

乙は，甲が指定する場所に車両を駐車することとする。

甲が指示した業務が完了した場合は，乙は速やかに車両を車両基地へ搬送し，安全に格納

することとする。

なお，格納前に燃料の確認，使用した機器の点検等を済ませておくこと。



第５条 業務遂行体制

１ 乙は，安全な業務遂行の観点から，労働基準法，道路車両運送法，道路交通法等関係法令

を遵守し，余裕をもって運転手，作業員等の手配等を行うこととする。

２ 甲乙両者の連絡については，車両搭載の移動型無線機によるほか，携帯電話によることと

する。

乙は，車両の運転業務に従事する者に対して，連絡用の携帯を常時携帯させ，甲との連絡

に供することとする。

３ 乙は，甲及び関係機関との連絡を密にし，緊急時の対応が迅速に行える体制を確保するこ

ととする。

第６条 緊急出動時の連絡体制等

１ 乙は，甲が指定する職員から，緊急的な業務実施の要請があった場合，直ちに出動が可能

な体制を確保しておくこととする。

２ 乙は，緊急連絡体制を整備の上，甲に報告することとする。これに変更があった場合も，

同様とする。

第７条 燃料及び消耗品の取り扱いについて

１ 燃料は，使用後乙において補給を行う。

２ 車両及び機器の使用により交換を必要とする消耗品がある場合には，乙において交換する。

３ 上記の燃料及び消耗品に要する費用については県の負担とし，甲において支払うこととす

る。

第８条 運転記録等

乙は，甲からの出動指示により排水ポンプ車を緊急出動した際は，別紙「排水ポンプ車運転

記録用紙」により運転記録等を速やかに甲に提出することとする。

第９条 事故処理

乙は，業務の実施に当たって交通事故等が発生したときは，直ちにその状況を甲に報告する

とともに，速やかに事故等の処理を行い，かつ，これに伴う一切の費用を乙が負担する。

第１０条 その他

１ 乙は，この仕様書に明記されていない事項であっても，車両の運行に際し必要となる事項

については，乙の責任において処理することとする。



排 水 ポ ン プ 車 運 用 要 領

降雨災害時において，内水により浸水被害が頻繁に生じる箇所では，被害を最小限に食い止め
るためにも迅速に排水を行う必要がある。
平成１６年には，台風２３号をはじめ度重なる豪雨により県内各地において浸水被害が発生し

た。このことを受けて，特に県管理河川への排水が不十分なことに起因する内水被害を軽減する
ことを目的として，排水ポンプ車を配備することとした。

１ 目 的
本運用要領は，特に県管理河川において内水による浸水被害が発生し，あるいはそのおそれ

がある場合に，現地に出動して排水作業を行い，浸水による被害の軽減，あるいは復旧を速や
かに行うため，排水ポンプ車の運用方法等について定める。

２ 諸 元
排水ポンプ車の主要諸元については次のとおりである。

形 式 排水ポンプ車

排 水 量 ３０m3/min

排水距離 ６０ｍ

車 種 徳島・吉野川・阿南【いすゞ自動車：PA-FSR34H4Z型】

美波【日野自動車：TKG-FD9JJAA型】

車体寸法 徳島・吉野川・阿南【全長８.１２ｍ×全幅２.４９ｍ×全高２.９２ｍ】

美波【全長７.７８ｍ×全幅２.２８ｍ×全高２.７０ｍ】

総 重 量 徳島・吉野川・阿南【１１ｔ】

美波【 ８ｔ】

燃 料 軽油

駆 動 後軸駆動

乗車定員 ２名

３ 保 管
（１）東 部

① 車両基地：勝浦川左岸排水ポンプ車格納庫 徳島市雑賀町東開3－1
② 車両管理庁舎：東部県土整備局（徳島庁舎）

（２）西 部
① 車両基地：吉野川合同庁舎公用車車庫 吉野川市川島町宮島736－1
② 車両管理庁舎：東部県土整備局（吉野川庁舎）

（３）南 部
1-① 車両基地：南部総合県民局阿南庁舎公用車車庫 阿南市富岡町あ王谷46
1-② 車両管理庁舎：南部総合県民局（阿南庁舎）
2-① 車両基地：南部総合県民局美波庁舎海部詰所車庫 海部郡海陽町奥浦字鹿ヶ谷3-1
2-② 車両管理庁舎：南部総合県民局（美波庁舎）

※ 車両管理庁舎については以下「管理庁舎」という。

４ 体 制
（１）県土整備部（河川整備課）

招 集 出 動 解 除

・業者の待機を指示 ・業者へ出動を指示 ・業者へ解除を指示
(管理庁舎を通じて) (管理庁舎を通じて) (管理庁舎を通じて)



（２）管理庁舎（東部県土整備局（徳島庁舎），東部県土整備局（吉野川庁舎）及び南部総合県民
局（阿南庁舎・美波））

招 集 出 動 解 除

・業者の招集 ・出動指示を業者へ伝達 ・車庫への返納を指示※
・準備状況を確認 ・作業状況の報告※

※ ただし，出動地が管理庁舎管外である場合は，出動地庁舎が行う。

（３）管理庁舎以外の出動地庁舎
西部総合県民局各庁舎及び南部総合県民局（那賀）
※以下これを「管理庁舎以外の庁舎」という

招 集 出 動 解 除

・出動地の確認 ・作業状況の報告 ・車庫への返納を指示
・情報収集
・庁舎等で待機
（排水ポンプ車到着まで）

５ 各体制の移行基準
各体制への移行基準は次のとおりである。
なお，体制の移行は河川整備課長の指示によるものとする。

段 階 体制の移行基準

招 集 ・降雨等により浸水被害が発生するおそれがあるとき

出 動 ・市町村等から出動要請があったとき
・内水等の水位上昇により浸水のおそれ又は被害が発生したとき
・被害は発生していないが、過去の浸水状況等から発生の可能性
が高いとき

解 除 ・被害のおそれがなくなり、排水作業等の必要がなくなったとき

６ 要請された場合の対応
（１）出動要請の窓口

市町村等からの出動要請の窓口は管理庁舎及び管理庁舎以外の庁舎とする。
なお，管理庁舎及び管理庁舎以外の庁舎に出動要請があった場合は，速やかに河川整備課
までその旨を連絡するものとする。

（２）出動の判断
河川整備課は，出動要請を受けた場合は河川整備課長に対し速やかにその旨を報告する。

河川整備課長は，出動要請箇所の状況や国土交通省保有車両の出動（予定）状況等を考慮
し，また管理庁舎の長とも調整の上，総合的に判断するものとする。

７ 要員等
各管理庁舎の長は，毎年度はじめに県内の建設業者等からあらかじめ排水ポンプ車の訓練，

運転及び出動を委託する業者を決定し，契約を締結するものとする。

班員種別 人数 作業分担

現場責任者：管理庁舎等担当職員 １名 現地への先導・現場指揮

情報収集・報告等：同上 １名 河川整備課との連絡・報告業務

作業監督員：委託業者 １名 作業員の指揮

ポンプ車運転：同上 １名 ポンプ車の現地への搬送

クレーン車運転：同上 １名 クレーン車の現地への搬送

作業員：同上 ４名 機械操作・ポンプ設置



８ 出動箇所の調査，整備等
緊急時に速やかに出動及び活動が行えるよう，過去の浸水状況等を調査の上，あらかじめ出

動が予想される箇所を想定しておき，必要に応じて整備を行う。

９ 運転記録等
（１）排水ポンプ車の運転記録

管理庁舎の長は，委託業者から次の事項について，別紙「排水ポンプ車運転記録用紙」に
より報告を求めるものとする。
また，報告があった場合は，速やかに河川整備課長に報告するものとする。

① 出動箇所（河川名・住所）
② 排水ポンプ車の現場到着年月日及び時刻
③ 排水ポンプ車の出動，返納年月日及び時刻
④ 排水ポンプの起動，停止年月日及び時刻
⑤ 出動者（役職・氏名）
⑥ 気象等現場の状況
⑦ 使用による機器等の破損状況
⑧ その他参考なるべき事項（写真等）

（２）県有車両使用簿
管理庁舎の長は，排水ポンプ車用の「県有車両使用簿」を整備・保管する。

排水ポンプ車出動後は，委託業者が必要事項を記入の上，管理庁舎の長に提出するものとす
る。

10 点検整備
（１）ポンプの点検整備

各管理庁舎の長は，毎年度はじめに，排水ポンプ車の保守点検整備について排水ポンプ車
製造業者と委託契約を締結するものとする。
① 点検の回数及び時期については，次のとおりとする。
ｱ 年点検 １回（４月又は５月）
ｲ 随時点検 原則１回とし必要に応じて回数を増やす

（排水ポンプを実際に稼働させた後など点検が必要な時期）
② 点検整備時の点検項目及び点検方法は，別紙「排水ポンプ車点検整備チェックシート」
による。

③ 管理庁舎の長は，委託業者から次の事項について，上記の排水ポンプ車点検整備チェッ
クシートにより報告を求めること。
また，報告があった場合は，速やかに河川整備課長に報告すること。
ｱ 点検の年月日及び時刻
ｲ 点検の結果（良否の判定）
ｳ 点検の理由（年点検及び月点検）
ｴ その他参考となる事項

（２）車両の点検整備
車両については，２年に１度必要となる車検整備以外に，定期的に法定点検を実施する。

（３）ポンプ使用後の点検
ポンプ使用後は，使用に起因する破損状況等についてチェックし，上記９の排水ポンプ車

運転記録用紙に記入する。

11 保 険
（１）自動車保険への加入

排水ポンプ車の運転中における事故等に対応するため，次により自動車保険に加入するも
のとする。
なお，保険に要する費用は県の負担とし，支払い方法は次のとおりである。

① 強制保険：車検時に支払う。
② 任意保険：管理庁舎が加入し，保険会社への支払いは管理庁舎が行う。



（２）自動車保険（任意保険）の契約内容

対人賠償 無制限

対物賠償 無制限（免責０円）

人身傷害 無制限

特約等 公有自動車割引

12 訓 練
排水ポンプ車及び付属設備の運転操作について，毎年度出水期前に，管理庁舎及び管理庁舎

以外の庁舎の担当職員並びに委託業者による研修及び訓練を開催ものとする。

【排水ポンプ車の出動フロー】

（１）出動地が管理庁舎管内の場合

災害対策本部
（設置時） 河川整備課長

報告 検討 報告 指示（招集・出動・解除その他）

①河川整備課（水防本部） 調整 ④国土交通省

出動要請 報告 指示
指示

②管理庁舎 委託業者
報告

出動要請 出動

地元市町村 現地

被害報告・出動要請

水防団・水防協力団体・地元住民等

（２）出動地が管理庁舎管外の場合

災害対策本部
（設置時） 河川整備課長

報告 検討 報告 指示（招集・出動・解除その他）
指示 指示

④
調整 ①河川整備課（水防本部） ②管理庁舎

報告 報告
国
土 委託業者

報告 指示 出動要請
交

指示
通

③管理庁舎以外の庁舎
省

報告
出動要請 出動

地元市町村 現地

被害報告・出動要請

水防団・水防協力団体・地元住民等



【連絡先】
① 河川整備課（水防本部）

電話番号 ＦＡＸ

088-621-2570 088-621-2870

② 管理庁舎

庁舎名 担当課・係 電話番号 ＦＡＸ

南部総合県民局（阿南庁舎） 施設管理担当 0884-24-4232 0884-24-4303

南部総合県民局（美波庁舎） 予防保全・管理担当 0884-74-7461 0884-74-7455

東部県土整備局（徳島庁舎） 河川・砂防管理担当 088-653-8847 088-623-4026

東部県土整備局（吉野川庁舎） 施設管理担当 0883-26-3732 0883-26-3995

③ 管理庁舎以外の庁舎

庁舎名 担当課・係 電話番号 ＦＡＸ

西部総合県民局（美馬庁舎） 予防保全・管理担当 0883-53-2232 0883-53-2083

西部総合県民局（三好庁舎） 予防保全・管理担当 0883-76-0618 0883-76-0452

南部総合県民局（那賀庁舎） 予防保全・管理担当 0884-62-0219 0884-62-2928

④ 国土交通省

事務所名 担当課・係 電話番号 ＦＡＸ

国土交通省 河川管理課 088-654-9266 088-654-9267
徳島河川国道事務所

国土交通省 管理課 0884-22-6592 0884-22-9795
那賀川河川事務所

附 則

この要領は，平成１７年１１月３０日から施行する。

この要領は，平成１９年３月１日から施行する。

この要領は，平成２２年７月２２日から施行する。

この要領は，平成２３年２月２１日から施行する。

この要領は，平成２９年５月 １日から施行する。


